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 ⅠⅠ  計計画画策策定定ににああたたっってて  

１ 第４次二本松市情報化基本計画策定の趣旨 

二本松市は、平成２０年３月に策定された「二本松市長期総合計画（計画期間 平成２０年度

から平成２７年度）」が目指す将来像の実現に向け、平成２０年度に「二本松市情報化基本計画(第

１次計画)」を策定し、前計画まで３次１３年に渡り二本松市における情報化推進の指針を示し

てきました。 

第１次二本松市情報化基本計画では、合併後のシステム運用など更なる効率化・高度化を図り、

質の高い行政サービスの提供と無駄の無い効率的な行政事務推進を目指し、住民情報・税務情報

を処理する基幹系業務システムの切り替え、市内全域における光ファイバ利用によるブロードバ

ンド環境の整備が完了するなど、合併後の計画として掲げていた主要な項目で目標を達成するこ

とができました。 

 第２次二本松市情報化基本計画では、情報通信技術（Ｉ
※１

ＣＴ）を活用した市民のための電子自

治体の実現を目指し、災害が発生した際に自力避難が困難な高齢者等の支援体制を確立する災害

時要援護者避難支援システムの活用、災害時の避難情報等をいち早く伝達する緊急一斉通報シス

テムの整備、市ウェブサイトのスマートフォン版への対応などＩＣＴの活用による市民サービス

の向上を図りました。 

 第３次二本松市情報化基本計画では、ＩＣＴの活用で市民が便利さを実感できることを目指し、

市ウェブサイトのリニューアルや市公式ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）の開始、

コンビニエンスストアでの証明書の交付の開始、子育て支援アプリの導入、防災ラジオの整備を

行いました。また、公有財産管理システムの整備や情報セキュリティ対策の強化も行いました。 

 今回の「第４次二本松市情報化基本計画」は、第３次情報化基本計画までに整備されたシステ

ムの更なる活用を含め、二本松市総合計画（計画期間 令和３年度から令和１２年度）が目指す

将来像の実現に向け、本市における情報化施策の推進と基本的な方向性を示すものです。 

 

２ 計画の性格と役割 

本計画は、第３次情報化基本計画に引き続き、二本松市総合計画を推進するための方策の一

部である、「開かれた市政の推進」「便利で快適な行政サービスの推進」「効率的な行財政運営の

推進」を図るために必要となるＩＴ機器を利用した市民サービスの向上と事務処理の効率化を実

現するための役割を担うものであり、次々と新しい技術が実用化されていくＩＣＴを取り入れ二

本松市における情報化推進と官民データ活用を推進するための計画を示すものです。 

 

 

 

※１ ＩＣＴ（Information and Communication Technology）とは、多くの場合「情報通信技術」と和訳される。IT（Information 
Technology）の「情報」に加えて「コミュニケーション」（共同）性が具体的に表現されている点に特徴がある。ICTとは、ネ
ットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた表現であるといえる。 
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二本松市総合計画（令和３～令和１２年度） 

３ 計画の期間 

本計画は、二本松市総合計画との整合を図るため、令和３年度を初年度とし、令和１２年度

までの１０か年を計画期間とします。 

なお、情報通信技術の急激な進展に伴う社会経済環境の急激な変化などがあった場合は、必

要に応じて計画を見直すこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

第４次二本松市情報化基本計画

（令和3年度～令和12年度） 
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ⅡⅡ  情情報報化化のの状状況況  

１ 国の情報化政策の動向 

政府は、２００１年に「高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）」を施行する

とともに、ＩＴ戦略本部を設置し、５年以内に世界最先端のＩＴ国家になることを目的に「ｅ－

Ｊａｐａｎ戦略」を策定しました。さらに、２００３年には、「ＩＴ利活用により、元気・安心・

感動・利便社会を目指す」こととした「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」を策定、また、２００６年に策

定した「ＩＴ新改革戦略」では、「いつでも、どこでも、誰でもＩＴの恩恵を実感できる社会の実

現」を目標とし、各種の情報化施策が実施され、その結果、情報通信基盤の整備が飛躍的に促進

されました。 

２０１０年には、国民が主導する新たな国民主権の社会を早期に確立するための「新たな情報

通信技術戦略」が策定されましたが、多くの国民がその成果を実感するには至っていないとして、

２０１３年に「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」が策定されました。この宣言では、２０２０年ま

での期間に世界最高水準のＩＴ利活用社会を実現することを目標として、「課題解決型ＩＴ利活用

モデル」を構築することで、国民が真の豊かさを実感できる社会の実現を目指すこととされまし

た。 

また、総務省では、２０１４年に政府の「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」の策定を踏まえ、「電

子自治体の取組みを加速するための１０の指針」を策定し、社会保障・税番号制度の導入に併せ

た自
※１

治体クラウド導入の加速を最優先課題と位置付け、行政情報システムの改革に関して地方公

共団体に期待される具体的取り組みを提示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               総務省：「電子自治体の取組みを加速するための検討会」資料より 
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【指針１】 番号制度の導入に併せた自治体クラウドの導入 

【指針２】 大規模な地方公共団体における既存システムのオープン化・クラウド化等の徹底 

【指針３】 都道府県による域内市区町村の自治体クラウドの取組み加速 

【指針４】 地域の実情に応じた自治体クラウド実施体制の選択及び自治体クラウド導入を見据   

      えた人材育成・確保 

【指針５】 パ
※２

ッケージシステムの機能等と照合した業務フローの棚卸し・業務標準化によるシ 

      ステムカスタマイズの抑制 

【指針６】 明確なＳ
※3

ＬＡの締結、中間標準レイアウトの活用等による最適な調達方法の検討 

【指針７】 オープンデータの推進に向けて、地方公共団体が保有するデータに対するニーズの 

      精査及び推進体制の整備 

【指針８】 ＩＣＴ利活用による更なる住民満足度向上の実現 

【指針９】 情報セキュリティに関する人材・体制の強化 

【指針10】 チェックリストを活用した強力なＰＤＣＡの構築 

 

 

２０１６年１２月には、官民のデータ利活用のための環境を総合的かつ効果的に整備するため、

官民データ活用推進基本法が公布・施行されました。基本法では、国、地方公共団体及び事業者

の責務を明らかにするとともに、国及び地方公共団体に対しては、官民データ活用の推進に関す

る計画の策定を求めています。これを受け、２０１７年５月に「世界最先端ＩＴ国家創造宣言・

官民データ利活用推進基本計画」を策定し、最終的なゴールとして、全ての国民がＩＴ利活用や

データ利活用を意識せず、その便益を享受し、真に豊かさを実感できる社会である「官民データ

利活用社会」～データがヒトを豊かにする社会～ のモデルを世界に先駆けて構築する観点から、

国全体のＩＴ戦略の新たなフェーズに向け、必要な施策を着実に実施していくとしています。 

 

さらに、同年５月には、本格的に国民・事業者の利便性向上に重点を置き、行政の在り方その

ものをデジタル前提で見直し、デジタル・ガバメントの実現を目指す「デジタル・ガバメント推

進方針」を策定するとともに、２０１８年１月には、同方針及び官民データ活用推進基本法に示

された方向性を具体化し、実行することによって、安心、安全、かつ公平、公正で豊かな社会を

実現するための計画として「デジタル・ガバメント実行計画」を策定しました。 

 

 

 

※1 自治体クラウドとは、地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・管理することに代えて、外部のデータセンターで保
有・管理し、通信回線を経由して利用できるようする取組み。複数の地方公共団体の情報システム集約と共同利用を進め
ることにより、経費の削減及び住民サービスの向上等を図るもの。 

※2 パッケージシステムとは、業務用システムなどで出来合いのソフトウェア製品を購入・利用するシステムを言い、システム
開発会社などに依頼して自社業務に合わせて開発してもらう「オーダーメイドソフト」などと対比する文脈で使われる。 

※3 ＳＬＡ(Service Level Agreement)とは、サービスを提供事業者とその利用者の間で結ばれるサービスのレベル（定義、範
囲、内容、達成目標等）に関する合意サービス水準、サービス品質保証などと訳される。 
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           eガバメント閣僚会議：「デジタル・ガバメント実行計画(2018.1)」より 

 

２０１９年５月には、「デジタル手続法」が公布され、「デジタル・ガバメント実行計画」で示

された行政のデジタル化に関する基本原則（デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッ

ド・ワンストップ）及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項が定められるとともに、

行政のデジタル化推進のための個別分野における各種施策が推進されることとなり、２０１９年

６月には、「令和元年のＩＴ新戦略」として「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用

推進基本計画」が策定され、国民が安全で安心して暮らせ、豊かさを実感できる社会を実現する

ことを目指して、具体的な重点取組事項が示されました。 
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          内閣官房 情報通信技術（ＩＴ）総合戦略室：「ＩＴ新戦略の概要」より 

 

 

  ２０１９年１２月には、「デジタル・ガバメント実行計画」策定後の法整備に伴い、各種状況 

等の変化に対応するため、同計画が改定され、さらに２０２０年においては、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大も踏まえ、デジタル化の更なる推進が目指され、同年７月に閣議決定された

「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」では、ニュー・ノーマルに

対応したデジタル強靱化社会の構築が必要であるとして、喫緊に取り組む事項として、①遠隔・

分散に対応した制度・慣行の見直し（押印・書面提出等の見直し）、②マイナンバーカードの利便

性の抜本的向上、マイナンバーカードの取得促進、③国と地方を通じたデジタル基盤の構築、④

データ戦略、行政のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）のためのデータ基盤、研究開発・

インフラの整備等から構成されるニュー・ノーマルに向けたデジタル戦略、⑤防災×テクノロジ

ーの５つが掲げられました。関係法令の改正を含めたＩＴ基本法の全面的な見直しを行うことで、

今後のデジタル化推進のための新たな基本理念や方針を規定するとともに、政府ＣＩＯの機能の

強化等を定め、政府全体に横串を刺した社会全体のデジタル化の取組の抜本的強化を図ることと

されました。 
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内閣官房ＩＴ総合戦略室：ＩＴ新戦略※の概要（2020年7月）より 
          ※世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画 
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  ２０２０年１２月には、社会のデジタル化を強力に進めるため、施策の策定に係る方針等を定

める高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（IT 基本法）の全面的な見直しを行うとともに、

デジタル社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進する新たな司令塔としてデジタル庁

（仮称）を設置することが、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針として示されました。 

  また、基本方針では「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶこ

とができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」との

目指すべきデジタル社会のビジョンが示され、このビジョンの実現のためには、住民に身近な行

政を担う自治体、とりわけ市区町村の役割は極めて重要であることから、国が主導的に役割を果

たしつつ、自治体全体として足並みを揃えて、自治体のデジタル・トランスフォーメーション（以

下「ＤＸ」という。）に取り組んでいくため、２０２１年１月から２０２６年３月までを期間とし

た「自治体デジタル・トランスフォーメーション(ＤＸ)推進計画」も策定されました。 

 

                   総務省：自治体ＤＸ推進計画概要（2020年12月）より 
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２ 福島県の動向 

福島県は、令和元年度から令和３年度までを計画期間とした「福島県情報化推進計画～ふくし

まＩＣＴデータ利活用社会推進プラン(2019～2021)」を策定し、福島県における最新のＩＣＴや

データの利活用の推進を進めています。 

ふくしまＩＣＴデータ利活用社会推進プラン(2019～2021)では、「ＩＣＴとデータで真の豊か

さを享受する社会“ふくしまSociety5.0”の実現」を基本目標に掲げ、県が抱える様々な課題の

解決に向けてＩＣＴやデータを効果的かつ積極的に利活用するための指針と、県が取り組むＩＣ

Ｔ関連施策の方向性を示しています。 

また、「福島県総合計画（ふくしま新生プラン）」と「福島県復興計画」に掲げた復興・再生の

取り組みを始めとして、様々な分野でＩＣＴを利活用するための施策を推進しています。 

ふくしまＩＣＴデータ利活用社会推進プランでは、基本目標を実現するために、次の５つの柱

を基に県民視点による施策を積極的に展開することとしています。 

１ 復興の推進  

２ 安全・安心、健康なくらし  

３ 産業振興・地域活性化  

４ 教育・ＩＣＴ人材育成  

５ 電子自治体 
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３ 国、県における主な情報化施策 

（１）国の重点施策 

 －世界最先端ＩＴ国家創造宣言－ 

① 新型コロナウイルス感染拡大の阻止、デジタル強靱化社会の実現 

ア 情報通信技術を活用した新型コロナウイルス感染症対策に係る取組 

イ デジタル強靱化を実現するための基本的な考え方 

ウ 働き方改革（テレワーク） 

エ 学び改革（オンライン教育） 

オ くらし改革 

カ 防災×テクノロジーによる災害対応 

キ 社会基盤の整備 

ク 規制のリデザイン 

② デジタル技術の社会実装 

③ データ利活用によるインクルーシブな社会の実現 

ア 安全・公正なデジタル市場のルール形成 

イ 官民連携による円滑なデータ流通に向けた環境整備 

ウ オープンデータの更なる深化 

④ 社会基盤の整備 

ア ５Ｇを軸とした協業促進によるインフラ再構築 

イ 基盤技術等 

ウ スタートアップ 

エ 人材の育成等 

 

（２）福島県の重点施策 

 －福島県情報化推進計画～ふくしまＩＣＴデータ利活用社会推進プラン(2019～2021)－ 

① 復興の推進  

 ア 情報発信と交流の促進 

 イ 福島イノベーション・コースト構想の推進 

 ウ 携帯電話通話エリア拡大、地上デジタル放送難視解消 

 エ 震災体験のアーカイブ化 

② 安全・安心、健康なくらし 

 ア ＩＣＴを活用した防災・減災、災害対応の推進 

 イ ＩＣＴを活用した保健・医療・福祉の取組の推進 

 ウ ＩＣＴを活用した建設工事、維持管理・情報提供の推進 

 エ ＩＣＴを活用した交通事故抑止・情報提供の推進 
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③ 産業振興・地域活性化 

 ア 産業振興 

  ・ ＩＣＴ関連企業誘致、県内中小企業のＩＣＴ利活用促進 

  ・ 観光におけるＩＣＴの利活用推進 

  ・ 農林水産業におけるＩＣＴの利活用推進 

 イ 少子化、高齢化、ワーク・ライフ・バランスへの対応 

 ウ テレワークによる地域活性化 

 エ ＩＣＴ基盤整備 

④ 教育・ＩＣＴ人材育成 

 ア 学校教育のＩＣＴ化 

 イ 情報教育・情報モラル教育 

 ウ ＩＣＴ人材育成 

 エ 啓発活動 

⑤ 電子自治体 

 ア 行政手続オンライン化原則の推進 

 イ オープンデータの推進 

 ウ マイナンバーカードの普及・活用 

 エ デジタルデバイド対策 

 オ 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組 

 カ 業務の効率化・高度化 

 キ 働き方改革 

 ク ＩＣＴ基盤整備 

  ・ ハード基盤の整備 

  ・ セキュリティ対策 

 ケ 情報セキュリティ及び個人情報等の適正な取扱いの確保 

 コ 職員の研修・育成 

 サ 市町村支援 
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ⅢⅢ  二二本本松松市市情情報報化化基基本本計計画画（（第第３３次次））のの主主なな実実績績とと評評価価  

第３次計画では、具体的な目標をアクションプランとして定め、それぞれの分野で計画を   

進めてきました。 

それぞれの計画の実績は以下のとおりです。 

（１） 市民サービスの向上をめざして 

 ～市民に直接関係する地域情報にかかるシステム等の整備を推進する～ 

① 市ウェブサイトの充実 

平成３０年１月にウェブサイトのリニューアルを行い、優れたユーザビリティ・アク

セシビリティを備えた、見やすい、分かりやすい画面とし、スマートフォンやタブレッ

ト端末でも使いやすいものにし、サイト内検索をGoogle検索機能に変更することで、検

索しやすさを追求し、さらには翻訳機能により多言語対応としました。 

また、市公式ＳＮＳを開始し情報をタイムリーに、そして魅力を発信しました。（平

成31年3月FacebookとTwitterを開始、令和元年10月Instagram開始） 

特に緊急情報については、メールに加えTwitterとの連動を行うことで、情報の拡散

を強化し、令和元年台風第１９号の際には非常に有用でした。 

② 公衆無線ＬＡＮアクセスポイントの整備 

平成２７年度に市役所本庁、各支所、市民交流センター及び霞ヶ城公園の計６箇所に

設置し、無線ＬＡＮ接続環境を整備し、市民や観光客の利便性の向上、情報発信・収集

を行う通信環境を提供しています。また、市民や観光客、訪日外国人からの要望が高い

とされる利便性の高い通信環境を提供するため、観光地や防災拠点における公衆無線Ｌ

ＡＮの整備促進について検討しました。 

③ 申請・届出オンラインシステムの運用 

県及び県内自治体共同による申請届出オンラインシステムに参加し運用を行ってきま

した。パソコンやスマートフォン・タブレット端末での利用ができることから、いつで

も、どこでも、誰でもが利用できる申請届出オンラインシステムの運用を継続して進め

ていきます。 

④ 施設予約システムの運用 

平成２１年度からインターネット予約受付を開始しており、現在 81 施設、351 の会議

室・体育館・グラウンド等の利用申請を受け付けています。年間予約数は 41,000 件程度

ありますが、そのうち約１６％がインターネットからの予約となっています。 

また、平成２７年度からは、スマートフォン対応版の運用も開始し、市民の利便性の向

上を図りました。 
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   ⑤ コンビニエンスストアでの証明書の交付 

      平成２９年１月より住民票と印鑑登録証明書についてコンビニ交付サービスを開始し

ました。証明書の取得件数も平成２８年度８７件、平成２９年度２７２件、平成３０年

度３７３件、令和元年度４６５件と年々伸びている状況にあります。 

      夜間、休日を問わず、全国どこでも証明書が取得できるようになり、市民の利便性向

上が図られるとともに、証明書を取得する窓口の分散効果も図られました。 

   ⑥ 子育て応援メールの配信（子育て支援アプリ） 

      子育て支援アプリを平成３０年１月から導入したことに伴い、子育て応援メールの配

信は平成２９年度で終了しました。子育て支援アプリでは、子育て応援メールの他に、

妊娠期から子育て期にかけての情報発信や予防接種の接種勧奨・子供の成長の記録がで

きるようになっており、子育てを支援しています。 

   ⑦ 社会保障・税番号制度への対応の推進 

      マイナンバーカードの多方面での利用やマイナポイントの付与について、ポスター掲

示やリーフレットの窓口への設置により市民への周知を行っています。また、マイナン

バーカードの取得については、市ウェブサイトに掲載し、令和２年度は広報紙にも２回

掲載し広報に努めています。 

 

（２） 安全・安心な暮らしをめざして 

～災害時の情報通信環境の整備と避難支援体制の確立を図る～ 

① 社会保障・税番号制度の活用 

災害時には、被災者台帳の作成や被災者生活支援金の支給などの事務に活用し、市民

の生活の復興を図るものです。平成２８年度以降に発生した災害時において、社会保障・

税番号制度の活用実績はありませんでした。 

②  防災行政無線の整備 

防災ラジオについては、平成２９年度と平成３０年度で、屋外スピーカーは平成３０

年度に整備しました。同報系無線（防災ラジオ・屋外スピーカー）及び移動系無線の整

備により、有事や災害時における情報伝達の迅速化を図りました。 

③  災害時の情報発信機能の充実 

市役所本庁、各支所、市民交流センター及び霞ヶ城公園等の公共施設を中心に公衆無

線ＬＡＮの環境を整備し、大規模災害時にはアクセスポイントを解放することにより、

市民の情報収集の通信環境を提供できる体制を整備しています。 

④ 災害時要援護者避難支援システムの活用 

平成２３年度末から、災害発生時に自力で避難することが困難で、支援を希望する方か
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らの申請に基づき、「災害時要援護者」として登録を開始しました。平成２５年度には、

本人及び避難支援者に「個別計画」を配付するとともに、民生委員、行政区長、消防署、

地域包括支援センター等の支援団体に登録者名簿を配付し、平常時にも地域での見守りや

声かけ、安否確認を行うことにより地域全体で高齢者や障がい者を支えあう体制づくりを

推進しました。  

⑤  情報セキュリティ対策の強化 

基幹系、ＬＧＷＡＮ接続系及びインターネット接続系の庁内ネットワークを三層に分離

するとともに、資産管理システムの導入を行うなどセキュリティ対策を強化したことによ

り、市民の個人情報や市の情報資産を守り事務の安定的な運用を図りました。 

 

（３） 効率的な行政運営をめざして 

～行政内部にかかるシステム等の整備を推進する～ 

① 情報システム業務継続計画（Ｉ
※１

ＣＴ－ＢＣＰ）の策定 

情報システムで扱っている住民情報をはじめとする各種市民の情報は、災害発生後の安

否確認や避難誘導など市民を守る重要な情報であり、あらゆる危機を想定し、限られた環

境の中での運用対処マニュアルとなる「情報システム業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）」

の策定を進めています。 

② 業務システムのクラウド化 

現在使用している基幹系システムはパッケージシステムを活用していますが、民間デー

タセンターへのハ
※２

ウジングまたはホ
※３

スティングまでは実施しませんでしたが、更新にあた

っては、仮想化技術を利用し、サーバ機器類の省力化を進めました。 

今後は、政府が整備する共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス（Ｉ
※4

ａ

ａＳ、ＰａａＳ、ＳａａＳ）の利用環境である情報システムの「ガバメントクラウド（Ｇ

ｏｖ－Ｃｌｏｕｄ）」に、地方自治体の情報システムについても活用できるよう検討が進

められており、ガバメントクラウド上に作成された標準仕様に準拠して開発した基幹業務

等のアプリケーションを利用するように進めていきます。 

 

 

※１  ICT-BCPとは、情報システムの業務継続計画のことをいい、災害や不祥事などの緊急事態が発生した際、特定の重要な

事業（業務）を中断しないこと、または万一活動が中断した場合でも早期に最低限の機能から順次再開し、事業の中断に

よるロスを最小化することに取り組むうえでの基本となる計画のこと。 

 

※2 ハウジングとは、顧客の通信機器や情報発信用のコンピュータ(サーバ)などを、データセンターなどの回線設備の整った

施設に設置するサービス。 

※3 ホスティングとは、サーバの利用者自身でサーバの運営・管理をしなくてもいいように、有料または無料でサーバ機の

HDD の記憶スペースや情報処理機能などを利用させるサービスを言う。1 台のサーバを仕切って複数の利用者に貸し出

す形を取る場合が多い。 
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③ 契約事務のシステム化 

 平成２６年度にシステムを刷新し、財務会計システムとの一体化を図りました。これに

より、起工から契約までをひとつのシステムで管理することができ、透明性・公平性・競

争性を確保しながら、事務の効率化が図られています。 

今後は、工事検査まで含めたシステム及び電子入札システムの導入についても検討を進

めていきます。 

   ④ 公有財産管理システムの整備 

      平成２８年度に公共施設マネジメントシステムを導入し、各施設の適正な管理に努め

てきました。今後は、各施設管理者において地域の実情や施設の利用状況等に応じた施

設の更新・統廃合・長寿命化等を検討していく必要があるため、台帳のさらなる適正管

理に努めていきます。 

   ⑤ 統合型Ｇ
※5

ＩＳの整備 

      各課個別の業務支援システムの導入を図っている状況であり、情報共有が限定的であ

るため、情報共有によるデータ整備の効率化を図り、都市計画図やハザードマップの提

供等の情報公開による市民サービスの向上を図れるよう関係部署・各業務システムの調

整に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 IaaSとは、「Infrastructure as a Service」の頭文字を取った略語で「イァース」と読みます。情報システムの稼

動に必要な仮想サーバをはじめとした機材やネットワークなどのインフラを、インターネット上のサービスとし

て提供する形態のことを指します。 

PaaS とは、「Platform as a Service）の頭文字を取った略語で「パース」と読みます。アプリケーションソフト

が稼動するためのハードウェアや OS などのプラットフォーム一式を、インターネット上のサービスとして提供

する形態のことを指します。 

SaaS とは、「Software as a Service」の頭文字を取った略語で「サース」と読みます。これまでパッケージ製品

として提供されていたソフトウェアを、インターネット経由でサービスとして提供・利用する形態のことを指し

ます。 

※5 ＧＩＳ(Geographic Information System：地理情報システム）とは、位置や空間に関する様々な情報を、コンピュータを用いて

重ね合わせ、情報の分析・解析を行ったり、情報を視覚的に表示させるシステム。 
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ⅣⅣ  二二本本松松市市のの情情報報化化のの現現状状とと課課題題  

１ 現 状 

二本松市では、平成１７年１２月1日の１市３町の合併において、各業務システムの統合や本

庁・支所等を結ぶネットワークの整備を行い、市の上位計画となる「二本松市長期総合計画」に

基づき、また、社会情勢の変化やＩＣＴの進展にあわせて、「第１次計画」（平成２０～２３年度）、

「第２次計画」（平成２４～２７年度）、「第３次計画」（平成２８～令和２年度）と情報化推進の

方向性を示す「二本松市情報化基本計画」を策定し、行政事務におけるＩＣＴの効率的・効果的

な利活用や地域の情報化を推進してきました。 

前計画となる「第３次計画」は、基本目標を「ＩＣＴ（情報通信技術）でひろがる 便利さが

実感できる行政サービスの実現」として据え、その実現を目指して「市民サービスの向上をめざ

して」「安全・安心な暮らしをめざして」「効率的な行政運営をめざして」の３つの分野を設定し、

各種の情報化施策・事業を推進してきました。 

まず、東日本大震災や大雨などの大規模な災害の経験を踏まえて、災害に強い電算システム対

策として遠隔地へのバックアップデータの保存及び災害発生時などの迅速な情報伝達や共有のた

めのしくみとして、緊急災害情報を携帯端末へ一斉に配信できるシステムや防災ラジオ等の整備

を進めました。 

この間に、超高速ブロードバンドサービスや携帯電話は、市内の広範囲で利用可能になりまし

た。高速データ通信を実現する携帯電話アクセスサービス（ＬＴＥ）を利用したスマートフォン

やタブレット型端末の普及が加速し、これに呼応するようにソーシャルネットワーキングサービ

スやクラウドサービスなど、インターネットの利用を通じた新たなサービスも急速に普及してい

ます。 

市ウェブサイトでは、システムの更新に合わせ、高齢者や障がい者など心身の機能に制約のあ

る人にも配慮したコンテンツマネジメントシステムを導入したほか、スマートフォンの普及が加

速している状況を踏まえ、市ウェブサイト及び公共施設予約案内システムについてパソコンやス

マートフォンのそれぞれに適した画面表示にするなど、市民の利便性向上を図りました。 

また、市の情報通信基盤の整備として、市内の観光施設を中心に無線ＬＡＮアクセスポイント

（Ｗｉ－Ｆｉ）を設置し、利用者の利便性の向上を図るとともに観光情報発信を実施しています。

今後の本市の財政状況は、東日本大震災及び原子力災害の影響等もあり、厳しい状況が続くもの

と予想されます。このため、最小の経費で最大の効果を生みだすことができるよう、ＩＣＴを活

用した行政運営の簡素化・効率化を図る必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）が令和元年１２月に中国で確認され、

感染リスクを下げる対策として、テレワークの導入やオンライン教育の実施など、これまでオン

ライン化があまり進まなかった領域においてもデジタル化が必要とされ、情報通信技術（ＩＣＴ）

は、これまで以上に重要性が増してきています。いわゆる「新しい生活様式」として、日常生活
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の場面においては「通販の利用」「電子決済の利用」「娯楽、スポーツのオンライン利用」、働き方

の新しいスタイルとしては「テレワーク」「会議のオンライン開催」等が挙げられており、これら

に対応するために行政と民間の業務のさらなるオンライン化が推進されており、行政手続きのデ

ジタル化や書類の使用や押印を前提とした業務の見直しなどの検討が求められています。 

２ 課 題 

これまでの「二本松市情報化基本計画」では、公共施設予約案内システムを導入するなど、市

民サービスの向上と行政手続きの簡素化を推進してきました。しかしながら、さまざまな場面に

おいて市民が時間や場所にとらわれず行政手続きを行い、必要な情報の提供を受けられるように

ＩＣＴを活用したより便利で利用者負担の少ない質の高い行政サービスの提供の推進が必要です。 

今後、高齢化社会や情報化の進展など、社会環境の変化に対応した情報提供のあり方について

検討し、情報化の進展の恩恵をすべての人が情報を共有し、利活用できる社会の実現に向けた取

り組みが必要となっています。 

東日本大震災のような大規模な災害や近年多発している異常気象等の自然災害の危機や火災等

に的確に対応ができるよう、今後も更なるＩＣＴを活用した安全・安心な暮らしをめざす体制づ

くりを推進していくことが求められています。また、災害に強い情報システム対策として、主要

情報システムにおける業務継続計画（ＩＣＴ-ＢＣＰ）の策定及び実施を行うことも求められてい

ます。 

ＩＣＴの進展に伴い、利便性の反面にネット依存やインターネット等を悪用したサイバー犯罪

などの危険性があり、子どもたちに情報化社会で生きていく能力をつけるためにも、ＩＣＴの安

全な利用と情報の取り扱いなどについて指導を充実させるための施策が必要です。デジタル社会

の恩恵を高齢者など多くの住民が実感できるためのデジタル活用に関する支援や、理解やスキル

が十分でない高齢者等に、身近な場所で相談や学習を行えるなどの支援も求められています。 

現在のＩＣＴ技術は、膨大な情報処理を行うことが可能となっており、ビッグデータやオープ

ンデータという言葉に代表されるように、社会に大量に存在・蓄積される様々なデータの利活用

によって、新しい市場やサービス品質の向上・コスト削減などに対する期待感が高まっています。

また、データの収集を行うセンサーも小型軽量化及び低価格化により普及が進んでおり、ウ
※１

ェア

ラブル端末と呼ばれる新たな情報端末の登場やＩ
※２

ｏＴ技術により、体重計や電気ポット、自動車

などこれまでは通信と縁遠いと思われてきたものがネットワークに接続できることで、新たなデ

ータが蓄積され、それらの蓄積された情報を利用した新たな視点による利活用が期待されていま

す。これらの高度情報化社会への急速な移行は、情報漏えいリスク管理の複雑化をもたらし、個

人だけではなく、市や企業などについてもこれまで以上に適切な情報管理が求められています。 

※1 ウェアラブル端末とは、スマートフォンやノートパソコンのように携帯するのではなく、体に装着して利用する形態の機器をさ

す。眼鏡や腕時計などの形状で、ディスプレイやカメラを内蔵したもの、スマートフォン操作を可能にするリモコン的なものな

ど形状や機能は多岐にわたる。 

※2 ＩoＴ(Internet of Things)とは、身の周りにある物理的な「モノ」がインターネットを経由して互いにやり取りしたり、クラウドにデー

タを提供したりするとこで生まれるソリューション。PC やスマートフォンに限らず、センサー、家電、車など様々なモノがインタ

ーネットにつながること。 
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市においては、このようなＩＣＴ分野の急速な技術的発展や、情報の利活用の変化等に迅速に

対応し、公共サービスにも活用していくことが必要となってきており、また、市民の大切な個人

情報や市の情報資産を守るため、更なる組織全体の情報セキュリティのレベル向上が求められて

います。 

さらに、政府より「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶこと

ができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」との目

指すべきデジタル社会のビジョンが示され、このビジョンの実現のためには、住民に身近な行政

を担う自治体の役割は極めて重要であり、単に業務効率化のためのＩＣＴ活用にとどまらない、

制度や組織の在り方等をデジタル化に合わせて変革していく自治体のデジタル・トランスフォー

メーション（ＤＸ）に取り組むことが求められています。 
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  ⅤⅤ  基基本本目目標標  

 

 二本松市の情報化の現状と課題を踏まえ、今後の基本目標を次のとおりとします。 

 

 

   

 第４次計画においては、上記基本目標を達成していくために、本市の情報化の現状と課題及び今

後予想される厳しい財政状況等を踏まえ、以下の３つの分野を設定し推進します。 

 市民サービスの向上をめざして 

これまでの情報化の取り組みにより、スマートデバイスやソーシャルメディアなどが急速に

普及し、いつでも、どこでも、誰でもが瞬時に情報の受・発信ができる環境が身近になりまし

た。市民がワンストップで、いつでも、どこでも、誰でもが電子行政サービスを受ける便利な

くらしの実現に向け、デジタル化に合わせた制度や手続き、業務の見直しを行いながら情報化

の推進を目指します。 

また、オープンデータの推進として官民データを様々な主体が容易に活用できるようにする

ため、市ウェブサイト等を通じて、市がもつデータの公開を引き続き推進します。 

 安全・安心な暮らしをめざして 

東日本大震災や近年の全国各地での大雨や暴風、土砂災害などが頻発していることを踏まえ、

今後も情報化の観点から安全・安心なまちづくりを推進していくことが求められています。 

 大規模災害発生時等における迅速・円滑な情報収集や伝達、発信等ができる情報通信手段の

確保について人々の関心が高まっており、被災状況や避難場所、支援情報など緊急性の高い情

報をより迅速・確実に提供するため、今後も防災システムの情報伝達手段の活用を図ります。 

 さらに、行政区や民生委員との連携を図り、災害時に的確な避難支援ができるよう、災害時

要援護者避難支援システムの更なる活用を進めます。 

また、市民の大切な個人情報や市の情報資産を守るため、引き続き組織全体のセキュリティ

レベルの向上に対する取り組みを進めます。 

効率的な行政運営をめざして 

情報システムの効率的な活用及び個別システム相互の連携により、それぞれの情報を共有し

効率的な行政運営に努めます。国では、地方公共団体に対して業務システムのクラウド化への

取組みをさらに進めるよう求めていることから、業務システム更新時や構築時にあわせて、既

存業務の見直しを行うとともに、さらに徹底したコスト削減の実現を目指します。 

また、災害から住民情報や税情報等を扱う電算システムを守る対策、そして、システムに障

害が発生した際の対処マニュアルとなる、業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の策定を進めます。 

ＩＣＴ（情報通信技術）でつながる 便利でゆたかな行政サービスの実現 
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 ⅥⅥ  目目標標達達成成のの方方策策ととススケケジジュューールル  

１ 方策の体系 

ＩＣＴの利活用をひろげ、便利でゆたかな市民生活を実現するために、それぞれ３つの分野を

３本の柱として、方策を次のように体系付けます。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目標達成へのスケジュール 

この計画による目標達成のためのスケジュールについては、いままでの第３次までの計画から

継続して実施していく計画、そして、第４次計画から新たに計画をする施策など、施策によって

柔軟に進めていくこととしますが、令和３～７年度を１ｓｔステージ、令和８～１２年度を２ｎ

ｄステージとして、それぞれの施策により集中的に進めていく期間を設定することで、より着実

な目標達成を目指すものです。 

  

年 度 令和3～7年度 令和8～12年度 

ステージ設定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ＩＣＴ（情報通信技術）でつながる 便利でゆたかな行政サービスの実現 

 市民サービスの向上をめざして（８業務） 

安全・安心な暮らしをめざして（４業務） 

 効率的な行政運営をめざして（１１業務） 

２ｎｄステージ １ｓｔステージ 
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 ⅦⅦ  計計画画のの推推進進ににああたたっってて  

１ 庁内推進体制の整備 

本市における情報化推進体制について、関係各課での専門的な協議検討のほか、庁内の横断

的な組織で総合的に取り組む必要があることから、全庁一体となった推進体制の母体となる

「二本松市電子情報化推進本部」により施策の企画、実施、運用管理、活用等の各段階での調

整や職員の啓発にあたります。また、推進本部の所掌事務に係る調査、素案の作成等を行うた

めワーキンググループを置きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 財政状況に合わせた推進 

 ＩＣＴの活用によって市民の利便性の向上や行政情報の公開等を促進することが期待され

ていますが、一方で、市の財政状況や人員も限られるなか、一層効率的な行政運営を行うこと

が必要とされています。 

本計画の推進に当たっては、個々の業務に対する事務処理の見直し、既存行政システムやネ

ットワークの有効的な活用とともに、効率的なシステム運用により日々業務改善を念頭におい

た推進が必要であり、職員の意識改革を促進していくとともに、ますます厳しさを増す財政状

況に配慮しながら推進します。 

 

 

３ 情報セキュリティ対策 

市では、個人情報保護及び情報セキュリティ確保のため、これまでもセキュリティポリシー

に基づき、主として職員の自覚に基づく運用面での適正な情報の取り扱いを定めてきました。 

しかし、近年の情報漏えい事故では、国やＩＣＴ関連企業を狙ったサイバー攻撃のほか個人

情報の流出事故も頻発しており、これらのリスクに対する情報セキュリティ対策が重要となっ

ています。 

市民の個人情報や市の情報資産に対する情報セキュリティ対策として、市のセキュリティレ

ベルをより一層高め、今後も継続して情報セキュリティ対策と個人情報保護の徹底に取組みま

す。 

電子情報化推進本部（副市長・各部長） 

ワーキンググループ（事務改善委員会） 

各課検討委員 各課検討委員 各課検討委員 
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４ 情報システム業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ） 

 東日本大震災の経験から、災害時の状況や環境に左右されず、持続的に電子行政サービスを

提供することが重要となっています。災害発生後の住民情報は、安否確認や避難のため重要な

情報であり、データセンターを活用したハウジングや共同利用のクラウドへの移行、また、重

要データのバックアップ手法も含めた情報システムの運用継続についての計画策定を進めま

す。 

 

 

５ 状況変化への対応 

ＩＣＴ技術の進歩は早く、国及び県の政策とも連動するよう、社会情勢及び市財政状況等の

行政環境の変化にも考慮し、必要に応じ見直しを図りつつ推進します。 
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 Ⅷ 情情報報化化基基本本計計画画アアククシショョンンププラランン  

１ 目 標 

国が進める政策では、ＩＣＴを活用することで国民が真の豊かさを実感できる社会の実現を目

指すこととしています。 

本市においても、次々と新しい技術が実用化されていくＩＣＴを取り入れ、市民が様々な場面

において、時間や場所にとらわれず必要な情報の提供を受け、情報化の進展の恩恵を受けること

ができる「便利でゆたかな行政サービスの実現」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 具体的方策 

（１）市民サービスの向上をめざして 

① 市ウェブサイトを基礎とした情報発信ツールの充実 

 市からのウェブサイトによる情報発信を、現状よりも、さらに「見やすい」、「検索し

やすい」、「分かりやすい」ウェブサイトへの更新を行うとともに、国際化などに対する

多言語対応、観光客への情報発信や、子育てを支援するための情報発信と予防接種の勧

奨・子供の成長記録などができる子育て支援アプリの充実、オープンデータの推進では

「出せるデータ」 のオープンデータ化から「利活用して欲しいデータ」のオープンデー

タ化へ積極的に充実を図ります。 

 また、スマートフォンの普及により、いつでも、どこでも、簡単に情報を受信するこ

とが可能となり、情報共有を迅速に行うことができるようになってきていることから、

今後もウェブサイトを基礎としながらメールやＳＮＳを活用し、更なる市民サービスの

向上を目指し、プッシュ型でより多くの方に正確で迅速な情報を届けます。 

 
 

ＩＣＴ(情報通信技術) 

     の利活用 

 市民サービスの向上 

安全・安心な暮らし 

効率的な行政運営 

   

便利でゆたかな行政サービスの実現 
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② 公衆無線ＬＡＮアクセスポイントの整備 

 市では、インターネットの利用環境の整備を図るため、市民交流センター及び霞ヶ城

公園等の公共施設を中心に公衆無線ＬＡＮの環境を整備しました。 

 今後においても、市民や観光客、訪日外国人からの要望が高いとされる利便性の高い

通信環境を提供するため、観光地や公民館等の防災拠点等における公衆無線ＬＡＮの整

備促進について検討を進めます。 

③ 申請届出オンラインシステムの運用 

 県及び県内自治体による共同システムを継続するとともに、各種講座やイベントなど

の参加者募集、アンケートへの利用など利用率の向上を図ります。 

 また、高齢者などの「端末の使い方がわからない」、「世の中のサービスがインターネ

ット中心になってきているが、ついていけない」と感じている方にも、スマートフォン

やタブレットなどの使用方法を学ぶ機会や、ＩＣＴの利便性を体感する機会を持ってい

ただくための講習会を開催するなど、オンライン手続きシステムを多くの方にご利用い

ただくため、インターネットやパソコン等の情報通信技術の利用をできる方と利用でき

ない方との格差対策を図ります。 

④ 施設予約システムの運用 

自宅等からインターネットを利用して市の公共施設予約を行える環境を継続し、施設

利用の形態にあわせシステムを柔軟に運用し、市民にとって利便性の高いシステムとな

るよう使用料の電子納付への展開も含め検討します。 

⑤ マイナンバーカードの普及促進と窓口申請のオンライン化 

市民の利便性の向上のため手続きや業務の見直しを行い、マイナンバーカードの普及

を促進するとともに、ぴったりサービスなどのマイナンバーを利用したものを含め、各

種行政手続きのオンライン化を進めます。 

   ⑥ リモート手話通訳等による地域生活支援事業（意思疎通支援事業） 

      手話通訳等の意思疎通支援が必要な方への迅速なサービスの提供のため、Ｗｅｂ会議

システム等のビデオコミュニケーションツールの活用を図ります。リモートでの手話通

訳等を行うことによる、支援が必要な方や手話通訳者の移動等の負担軽減にも努めます。 

⑦ 市税・料金等におけるキャッシュレス決済の導入 

市民の利便性及び収納率向上を目的に市税納付においてコンビニ収納を導入してい

ますが、更なる利便性向上のため、キャッシュレス決済としてのスマホ決済を導入し、

取扱い可能なアプリの拡充及び料金等（税外債権）の納付への拡大を検討します。 

これにより非対面での納付が可能となり、新型コロナウイルスへの感染リスクの軽減

のほか、窓口事務の効率化、事務処理ミスの防止等の効果も期待できます。 
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⑧ 小・中学校におけるＩＣＴ環境整備 

ＧＩＧＡスクール構想によって整備した児童生徒向けの１人１台端末と高速大容量

の通信ネットワークを活用して、小中学校児童生徒に個別最適化された学びを持続的に

提供し、子どもたちの意欲的な学習の取り組みと確実な学習内容の定着、情報活用能力

の育成を図ります。 

また、各小中学校に整備を行った電子黒板などのＩＣＴ環境の活用促進を図ります。 

 

（２）安全・安心な暮らしをめざして 

①  消防団無料アプリの導入 

 消防団員、消防署、市事務局が消防団アプリを活用することで、火災や災害発生時に

おける災害発生通知（災害発生場所や状況）を一斉に通知することが可能となるため、

迅速な出動による消火活動に繋げるよう導入を検討します。 

②  防災行政無線の普及促進 

 防災行政無線情報配信システムの適正な維持管理と防災ラジオの普及に努め、有事や

災害時における情報伝達の迅速化を図ります。 

③  災害時の情報発信機能の充実 

 市役所本庁及び各支所等に設置している公衆無線ＬＡＮアクセスポイントを活用し、

大規模災害時に利用時間の制限を解放することにより、市民が必要な情報収集のための

通信環境を提供します。 

④ 情報セキュリティ対策の強化 

  近年の情報漏えい事故やサイバー攻撃などの新たな脅威に対応するため、人的・技術

的・物理的なセキュリティ対策を強化し、市民の財産、プライバシー等を守るとともに

事務の安定的な運用を図ります。 

 具体的な取組みとしては、外部からの対策としてウイルス等による庁内ネットワーク

への不正侵入防止などの技術的セキュリティ対策のほか、内部の対策として端末からの

情報の持ち出し制限など市民情報の流出を防ぐセキュリティ対策の充実に取組みます。 

 

 （３）効率的な行政運営をめざして 

   ① 情報システム業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の策定 

情報システムで扱っている住民情報をはじめとする各種市民の情報は、災害発生後の

安否確認や避難誘導など市民を守る重要な情報であり、あらゆる危機を想定し、限られ

た環境の中での運用対処マニュアルとなる「情報システム業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣ

Ｐ）」の策定を進めます。 



 27

 ② 業務システムのクラウド化 

 基幹系・情報系の各業務システムにおいて、政府が整備する共通的な基盤・機能を提

供する複数のクラウドサービスの利用環境である「ガバメントクラウド（Gov-Cloud）」

や民間データセンターへのクラウド化によりサーバ機器を移設し、バックアップデータ

の遠隔地保存も含め、災害に強いシステム構築を進めます。 

  また、県内各自治体と共同して、より安全なシステム運用方法の検討を進めます。 

   ③ 契約事務のシステム化 

入札執行から契約、検査までの総合的な契約事務のシステム化をめざし、システム化

が行われた入札執行業務・契約業務に引き続き、検査業務のシステム化について検討を

進めます。 

④ 文書管理システムの導入 

文書の収受から起案、決裁、保存、廃棄までを一元的・電子的に管理することで、業

務の効率化、迅速化、一連の過程の透明性の確保、文書保管スペースの削減を図るため、

文書管理システムの導入について検討を進めます。 

なお、システムの導入に当たり、オンラインでの文書の収受に対応できるよう関係規

程等について見直しを検討します。 

また、既存の永年保存文書等についても電子化することにより、検索、閲覧、共有に

係る利便性の向上と保管スペースの削減を図ります。 

⑤ 財務会計の電子決裁システム導入 

各種伝票等の決裁を電子決裁に移行することにより、各種請求書、契約書等の電子化

によるペーパーレス化を進め、会計事務の迅速化や決裁事務の効率化（持ち回り決裁の

削減）を図ります。 

なお、実施に当たっては、財務規則における請求書の押印規定について見直しが必要

となります。 

⑥ ペーパーレス会議の推進 

タブレット端末等による庁内リモート会議を開催するとともに、クラウドサービスを

利用したペーパーレス会議システムを導入・運用することで、会議資料等の電子データ

化を進め、庁議等の会議運営の効率化を図るとともに用紙類や印刷費等のコスト削減に

努めます。 

また、ペーパーレス会議システムのセキュリティ対策を向上させるため、Ｌ
※1

ＧＷＡＮ

－ＡＳＰサービスを利用したシステムの導入を検討します。 

※1 ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰとは、府省、地方公共団体、公益法人、民間企業等がＡＳＰ（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ・ｻｰﾋﾞｽ・ﾌﾟﾛﾊﾟｲﾀﾞ）とし

て、インターネットから総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）を通じて、サービス利用者である地方公共団体に各種

行政事務サービスを提供するものである。 
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⑦ Ｗｅｂ会議システムの活用促進 

遠隔地にいてもインターネット回線を通じて映像・音声のやり取りや、資料の共有な

どを行うことができるＷｅｂ会議システムを活用することにより、会議の参加者の移動

に係る時間や労力、そして経費の負担が大幅に削減可能となります。会議等に参加する

市民の負担軽減や業務の効率化が期待できるため、Ｗｅｂ会議システムの活用促進を図

ります。 

また、Ｗｅｂ会議システムはコミュニケーションを支える重要なインフラのひとつに

なりつつあり、プレゼンテーション、ホワイトボード、ビデオ会議等の機能を備えた専

用の端末を利用することにより、チームでの業務をより活発に行うことが期待されるた

め、広域圏等での活用のため導入について検討します。 

⑧ 統合型ＧＩＳの整備 

統合型ＧＩＳは、自治体内で利用する地図データのうち、道路・街区・建物・河川な

どの複数の部局が利用するデータを各部局が共用できる形で整備し、利用していくシス

テムです。この統合型ＧＩＳは、福祉・防災・観光・環境など様々な行政分野でも活用

が可能であり、様々なデータをひとつの地図データに表示することで、市民に対する説

明ツールや情報提供ツールとしての活用も期待できます。 

これにより、様々な部局を超えた情報共有によるデータ整備コストの低減や事務の効

率化を図り、また、ハザードマップの提供などを通じて、さらなる市民サービスの向上

を図るためのシステム導入について検討を進めます。 

⑨ Ａ
※2

Ｉ・ＲＰＡ等の導入 

ＲＰＡによる定型業務の自動化や、ＡＩチャットボットによる問合せへの自動回答、

ＡＩ－ＯＣＲによる帳票の自動読み取り等のＩＣＴの活用について検討し、実証実験を

経てその効果を検証、費用対効果などを確認しながら効率的な行政運営を図るため、順

次導入について検討を進めます。 

⑩ デジタル人材の育成 

組織全体で進展する情報技術や官民データの積極的な活用を図るためには、研修等に

より職員一人ひとりが最新の技術動向を把握し、ＩＣＴや官民データを活用した業務の

効率化や市民サービスの向上に結び付く施策を企画・立案できる能力が必要です。 

そのため、所属ごとに研修等によりＩＣＴや官民データについての理解を深めた人材

を育成することで、より効率的・効果的なＩＣＴと官民データの活用とセキュリティの

確保に努めます。 

※2 ＡＩとは、「人工的な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の

活用に関する技術」のことをいいます。 

   ＲＰＡとは、「Robotic Process Automation」の略称で、「これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウ

ェアのロボットにより自動化するもの」のことをいいます。 
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⑪ テレワークの推進 

テレワークを活用した柔軟な働き方は、非常時における業務継続の観点に加え、育児、

介護等のために時間制約がある職員、障がい等のために日常生活・社会生活上の制約が

ある職員の能力発揮に資するとともに、ワークライフバランスの観点からもＩＣＴを活

用して時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方として重要です。非常時における行

政機能の維持や、職員一人ひとりのライフステージに合った多様な働き方を実現できる

よう、公共施設に設置するサテライトオフィス環境を整備・活用するとともに、在宅勤

務のためのテレワークシステムを活用し、テレワークの推進を図ります。 
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３ 推進スケジュール 

 

 

 

No 
事務事業名 

（システム名） 
概  要 １ｓｔステージ ２ｎｄステージ 

１ 

市ウェブサイトを基礎

とした情報発信ツール

の充実 

 見やすい、検索しやすい、

分かりやすいウェブサイト

への更新、子育て支援アプリ

やオープンデータの充実、プ

ッシュ型の情報発信ツール

の活用による正確で迅速な

情報発信を行う。 

  

２ 
公衆無線ＬＡＮアクセ

スポイントの整備 

 観光客等に利便性の高い

通信環境を提供するため、観

光地や公民館等の防災拠点

等への整備について検討を

進める。 

  

３ 
申請届出オンラインシ

ステムの運用 

 インターネットを利用し

て自宅や携帯端末から申

請・届出を行える手続きを拡

大し利用の推進を図る。高齢

者等を対象にスマートフォ

ンやタブレット等の使用方

法などの講習会を開催する。 

  

４ 
施設予約システムの運

用 

 インターネットを利用し

て、自宅や携帯端末から公共

施設等の予約が行える運用

を継続し施設利用手続きの

利便性の向上を図る。 

  

５ 

マイナンバーカードの

普及促進と窓口申請の

オンライン化 

 手続きや業務の見直しと

マイナンバーカードの普及

促進を図り、各種行政手続き

のオンライン化を進める。 

  

６ 

リモート手話通訳等に

よる地域生活支援事業

（意思疎通支援事業） 

 手話通訳等の意思疎通支

援が必要な方への迅速なサ

ービスの提供のため、Ｗｅｂ

会議システム等のビデオコ

ミュニケーションツールの

活用を図る。 

   

  

市民サービスの向上をめざして 
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No 
事務事業名 

（システム名） 
概  要 １ｓｔステージ ２ｎｄステージ 

７ 

市税・料金等におけるキ

ャッシュレス決済の導

入 

市税納付においてキャッ

シュレス決済としてのスマ

ホ決済を導入し、順次、取扱

い可能なアプリの拡充及び

料金等（税外債権）の納付へ

の拡大を検討する。 

  

８ 
小・中学校におけるＩＣ

Ｔ環境整備 

ＧＩＧＡスクール構想に

よって整備した端末と通信

ネットワークを活用して、個

別最適化された学びを持続

的に提供し、子どもたちの意

欲的な学習の取り組みと確

実な学習内容の定着、情報活

用能力の育成を図る。 
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No 
事務事業名 

（システム名） 
概  要 １ｓｔステージ ２ｎｄステージ 

１ 
消防団無料アプリの導

入 

火災や災害発生時に消防

団アプリによる関係者への

一斉通知により、消火活動の

迅速化を図る。 

  

２ 
防災行政無線の普及促

進 

防災行政無線システムの

適正な維持管理と防災ラジ

オの普及により有事や災害

時における情報伝達の迅速

化を図る。 

  

３ 
災害時の情報発信機能

の充実 

公衆無線ＬＡＮアクセス

ポイントを大規模災害時に

は解放し、市民の情報収集の

通信環境を提供する。 

  

４ 
情報セキュリティ対策

の強化 

人的・技術的・物理的なセ

キュリティ対策を強化し、市

民の個人情報や市の情報資

産を守り事務の安定的な運

用を図る。 

   

 

安全・安心な暮らしをめざして 
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No 
事務事業名 

（システム名） 
概  要 １ｓｔステージ ２ｎｄステージ 

１ 

情報システム業務継続

計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）

の策定 

 災害や情報システムに緊

急事態が発生した際の対処

マニュアルとなる情報シス

テム業務継続計画の策定を

進める。 

  

２ 
業務システムのクラウ

ド化 

業務システムを政府が整

備する「ガバメントクラウド

（Gov-Cloud）」や民間データ

センターへ移設するなど、災

害に強いシステム運用方法

の検討を進める。 

  

３ 契約事務のシステム化 

入札執行から契約・検査ま

での総合的なシステム化を

行い、契約事務の効率化を図

る。 

  

４ 
文書管理システムの導

入 

文書の収受から起案、決

裁、保存、廃棄までを一元

的・電子的に管理する文書管

理システムの導入について

検討を進め業務の効率化を

図る。 

  

５ 
財務会計の電子決裁シ

ステム導入 

各種伝票等の決裁を電子

決裁に移行し、請求書等のペ

ーパーレス化を進め、会計事

務の迅速化や決裁事務の効

率化を図る。 

  

６ 
ペーパーレス会議の推

進 

タブレット端末等による

リモート会議の開催やペー

パーレス会議システムを導

入・運用し、会議資料等の電

子データ化を進め、会議運営

の効率化を図る。 

  

７ 
Ｗｅｂ会議システムの

活用促進 

会議等に参加する市民や

職員の移動時間や労力、経費

等の負担軽減や業務の効率

化を図るため、Ｗｅｂ会議シ

ステムの活用促進を図りま

す。 

  

 

効率的な行政運営をめざして 
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No 
事務事業名 

（システム名） 
概  要 １ｓｔステージ ２ｎｄステージ 

８ 統合型ＧＩＳの整備 

様々なデータをひとつの地

図データに表示し、各部局を

超えた情報共有による事務

の効率化を図るシステムの

導入について検討する。 

 

 

９ ＡＩ・ＲＰＡ等の導入 

 ＡＩ・ＲＰＡ等のＩＣＴの

活用について、実証実験によ

る効果や費用等を検証しな

がら効率的な行政運営を図

るため、順次導入について検

討する。 

  

10 デジタル人材の育成 

各所属に研修等によりＩ

ＣＴや官民データの理解を

深めた人材を育成し、より効

率的・効果的なＩＣＴや官民

データの活用とセキュリテ

ィ確保に努める。 

  

11 テレワークの推進 

非常時における行政機能

の維持や多様な働き方を実

現できるよう、サテライトオ

フィス環境の整備・活用、在

宅勤務のテレワークシステ

ムの活用によりテレワーク

の推進を図る。 

  

 

 


